
大阪府後期高齢者医療広域連合

No. 質問 回答

1

仕様書Ⅰ4.就業日について、
月曜から金曜のうち就業する週４日とあり
ますが決まっているのでしょうか。
またはこちらで決められるのでしょうか。

就業日については、月曜日から金曜日までの週５
営業日のうち、４営業日に就業していただくもの
です。こちらから曜日の指定はありませんが、事
前に報告してください。

2

Ⅱ３.派遣代金の支払いについて、
1分単位での計算という認識で合っていま
すでしょうか？

派遣代金については業務遂行に係る実績に基づき
支払いますが、契約書第２２条第３項に記載のと
おり、欠勤や早退等により就業日又は就業時間に
就業しなかった場合は、当該時間相当分を差し引
いて支払うことになります。なお、就業時間につ
いては、仕様書Ⅰの５に記載のとおりです。

3

残業の可能性はありますでしょうか？ 就業時間については、仕様書Ⅰの５就業時間及び
休憩時間に記載のとおりです。残業はありませ
ん。

一般競争入札における質疑応答について

業務名：令和８年度高額介護合算療養費に係る申請再勧奨補助業務（労働者派遣）

入札日：令和８年５月２９日（金）


